
   東京都環境性能評価書作成基準 

 

令和 2年 2月 28日告示第 223号（全部改正） 

 

第１ 目的 

  この基準は、都民の健康と安全を確保する環境に関する

条例（平成 12 年東京都条例第 215 号。以下「条例」とい

う。）第 23条の２第２項の規定により、特別大規模特定建

築物等の環境への配慮のための措置に関する性能（以下

「環境性能」という。）についての評価を記載した書面（以

下「環境性能評価書」という。）の作成方法その他の事項

に関する基準を定めることを目的とする。 

 

第２ 環境性能の評価基準 

  環境性能の評価は、都民の健康と安全を確保する環境に

関する条例施行規則（平成 13年東京都規則第 34号。以下

「規則」という。）第 13条の２第１項各号に掲げる措置ご

とに、各措置に対応する東京都建築物環境配慮指針（平成

21 年東京都告示第 1336 号）別表第１の評価基準への適合

状況を把握し、適合する評価基準に対応する同表の評価基

準の段階により評価を行うものとする。当該評価は、上位

から順に段階３、段階２及び段階１とする。 

  規則第13条の２第１項各号に掲げる各措置と東京都建

築物環境配慮指針別表第１の評価基準との対応関係は別

表によるものとする。 

 

 

 

 

第３ 環境性能評価書の作成方法の基準 

 １ 条例第20条の４に規定する特別大規模特定建築主は、

新築等をしようとする特別大規模特定建築物等に係る

建築物環境計画書に基づき、第２の評価基準に従って当

該特別大規模特定建築物等の環境性能の評価を行い、別

記第１号様式による環境性能評価書を作成するものと

する。 

 ２ 別記第１号様式中「環境性能評価書（設計）」とある

のは、条例第23条の６第５項の規定により変更後の環境

性能評価書の交付を行う場合にあっては「環境性能評価

書（変更）」と、特別大規模特定建築主の工事完了後に

環境性能評価書の交付を行う場合にあっては「環境性能

評価書（完了）」と書き換えて、使用するものとする。 

 ３ 環境性能評価書を構成する文字及び記号は、鮮明であ

り、かつ、容易に識別できるものとする。 

 

第４ 環境性能評価書交付状況一覧の様式 

  規則第13条の４第４項第１号に規定する環境性能評価

書交付状況一覧の様式は、別記第２号様式のとおりとする。 

 
附 則（令和 2年 2月 28日告示第 223号） 

１ この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この告示の施行の際、この告示による改正前の東京都省

エネルギー性能評価書作成基準の様式による用紙で、現に

残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することが

できる。 

 

 

 

 

 

 

別表 

 

規則第13条の２第１項各号で定める措置 
東京都建築物環境配慮指針別表第１（住宅以外の用途） 

分野 区分 細区分 

一 建築物の熱負荷の低減 エネルギーの使

用の合理化 

建築物の熱負荷の低減 建築物外皮の熱負荷抑制 

二 設備のエネルギーの使用の合理化 省エネルギーシステム 設備システムの高効率化 

三 再生可能エネルギーの利用 再生可能エネルギーの

利用 

再生可能エネルギーの変換利用 

再生可能エネルギー電気の受入れ 

四 建築物の長寿命化 資源の適正利用 長寿命化等 維持管理、更新、改修、用途の変更等

の自由度の確保 

躯体の劣化対策 

五 緑化 自然環境の保全 緑化 緑の量の確保 

高木等による緑化 

 

  



別記第１号様式 

 

（2020年度基準）

1 建築物の概要

　　 建築物の名称 ( )

建築物所在地 ( )

建築主 ( )

敷地面積 ( )

建築面積 ( )

延べ面積 ( )

2 建築物等の環境性能

(1) 建築物の熱負荷の低減

　建築物外皮の熱負荷抑制 段階( )

　PAL*低減率 ( )

(2) 省エネルギーシステム

　設備システムの高効率化 段階( )

  ERR( )

(3) 再生可能エネルギーの利用

ア　再生可能エネルギーの変換利用 段階( )

 (ア)　太陽光発電設備( )  (イ)　太陽熱利用(　　　　　）

 (ウ)　地中熱利用( )  (エ)　その他の設備(　　　　）

 (オ)　再生可能エネルギー設備の定格出力合計容量( )

イ　再生可能エネルギー電気の受入れ 段階( )

  (ア)　CO2排出係数等( )

  (イ)　再生可能エネルギー利用率( )

(4) 長寿命化等

ア　維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保 段階( )

  (ア)　躯体以外の劣化対策に係る事項( )

  (イ)　大型機器等の搬出入に係る事項( )

  (ウ)　その他に係る事項( )

イ　躯体の劣化対策 段階( )

  (ア)　木造( )

  (イ)　鉄骨造( )

  (ウ)　鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

( )

(5) 緑化

ア　緑の量の確保 段階( )

  (ア)　総緑化面積の敷地面積に対する割合( )

イ　高木等による緑化 段階( )

  (ア)　建築物上における樹木の量の確保に係る事項( )

  (イ)　高木の植栽に係る事項( )

  (ウ)　既存の樹木の保全に係る事項( )

 (日本産業規格Ａ列４番)

      たことをいう。

備考　「2020年度基準」とは令和２年４月１日に改正された東京都環境性能評価書作成基準により評価し

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第23条の4に基づく

環境性能評価書（設計）



別記第２号様式 

 

 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第13条の４第４項第１号に基づく 

環境性能評価書交付状況一覧 

 

 建築物環境計画書番号〔     〕 建築物名称〔              〕 

  

No 
交付先氏名 

(法人にあっては名称) 
交付理由 交付日 

交付対象となる部分   

用途 面積 

 

    
□売却 □賃貸 □変更 

□信託受益権の譲渡 

年 

月 日 
  

m2 

    
□売却 □賃貸 □変更 

□信託受益権の譲渡 

年 

月 日 
  

m2 

    
□売却 □賃貸 □変更 

□信託受益権の譲渡 

年 

月 日 
  

m2 

    
□売却 □賃貸 □変更 

□信託受益権の譲渡 

年 

月 日 
  

m2 

    
□売却 □賃貸 □変更 

□信託受益権の譲渡 

年 

月 日 
  

m2 

    
□売却 □賃貸 □変更 

□信託受益権の譲渡 

年 

月 日 
  

m2 

    
□売却 □賃貸 □変更 

□信託受益権の譲渡 

年 

月 日 
  

m2 

    
□売却 □賃貸 □変更 

□信託受益権の譲渡 

年 

月 日 
  

m2 

    
□売却 □賃貸 □変更 

□信託受益権の譲渡 

年 

月 日 
  

m2 

    
□売却 □賃貸 □変更 

□信託受益権の譲渡 

年 

月 日 
  

m2 

    
□売却 □賃貸 □変更 

□信託受益権の譲渡 

年 

月 日 
  

m2 

    
□売却 □賃貸 □変更 

□信託受益権の譲渡 

年 

月 日 
  

m2 

    
□売却 □賃貸 □変更 

□信託受益権の譲渡 

年 

月 日 
  

m2 

    
□売却 □賃貸 □変更 

□信託受益権の譲渡 

年 

月 日 
  

m2 

    
□売却 □賃貸 □変更 

□信託受益権の譲渡 

年 

月 日 
  

m2 

    
□売却 □賃貸 □変更 

□信託受益権の譲渡 

年 

月 日 
  

m2 

  

（日本産業規格Ａ列４番） 


